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午
前
十
時
開
議 

○
知
久
教
育
長 

た
だ
い
ま
か
ら
令
和
七
年
第
十
七
回
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
定
例
会
を
開

会
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
、
坂
倉
委
員
は
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
会
議
規
則
第
二
条
の
二
に
基
づ
き
オ
ン
ラ
イ

ン
で
参
加
し
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
ず
、
次
第
の
１
、
本
日
の
会
議
録
へ
の
署
名
委
員
を
指
名
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
中

村
委
員
と
鈴
木
委
員
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
は
、
議
案
六
件
と
事
務
局
か
ら
の
報
告
が
四
件
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
次
第
の
２
、
議
事
に
入
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
及
び
日
程
第
二
を
併
せ
て
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
大
野
調
整
係
長
朗
読
〕 

 

日
程
第
一 

議
案
第
五
十
九
号 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
改
正
す
る
規
則 

 

日
程
第
二 

議
案
第
六
十
号 

 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
改
正
す
る
規
則 

○
知
久
教
育
長 

議
案
第
五
十
九
号
及
び
議
案
第
六
十
号
に
つ
き
ま
し
て
、
秋
山
学
校
教
育

部
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
秋
山
学
校
教
育
部
長 

私
よ
り
、
議
案
第
五
十
九
号
、
幼
稚
園
教
育
職
員
の
期
末
手
当
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
議
案
第
六
十
号
、
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
勉
手

当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
二
件
に
つ
き
ま
し
て
、
一
括
し
て
御
説
明
い

た
し
ま
す
。 

 

こ
ち
ら
の
改
正
は
、
区
議
会
第
二
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
条
例
及
び
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
が
改
正
さ
れ

た
た
め
、
規
定
整
備
を
図
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
御
提
案
し
た
規
則
中
、

育
児
部
分
休
業
及
び
子
育
て
部
分
休
暇
に
関
し
ま
し
て
、
従
来
の
時
間
単
位
で
の
取
得
に
加
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え
、
一
年
に
つ
き
十
日
相
当
の
範
囲
内
で
の
取
得
も
可
能
と
な
る
た
め
、
期
末
・
勤
勉
手
当

計
算
に
係
る
欠
勤
等
日
数
算
定
の
取
扱
い
に
つ
い
て
整
理
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

説
明
は
以
上
で
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
知
久
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
本
二
件
に
つ
い
て
一
括
し
て
採
決
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。 

 

こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

本
二
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
議
案
第
五
十
九
号
及
び
議
案
第
六
十
号
の
二
件
を

原
案
の
と
お
り
承
認
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
議
事
の
都
合
に
よ
り
、
次
第
の
３
、
報
告
事
項

(3)
を
先
に
聴
取
い
た
し
ま
す

が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
報
告
事
項
(3)
の
聴
取
に
入
り
ま
す
。 

 

(3)
令
和
八
年
度
区
立
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
枠
）
新
入
園
児
募
集
の
実
施

に
つ
い
て
、
本
件
に
関
し
て
、
米
倉
乳
幼
児
教
育
・
保
育
支
援
課
長
よ
り
説
明
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

○
米
倉
乳
幼
児
教
育
・
保
育
支
援
課
長 

令
和
八
年
度
区
立
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
（
幼

稚
園
枠
）
新
入
園
児
募
集
の
実
施
に
つ
い
て
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。 
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１
、
主
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
区
立
幼
稚
園
八
園
、
う
ち
一
園
は
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も

園
多
聞
幼
稚
園
の
令
和
八
年
度
新
入
園
児
、
三
歳
児
、
四
歳
児
の
募
集
の
実
施
に
関
し
て
報

告
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

２
、
募
集
定
員
で
す
が
、
令
和
八
年
度
の
募
集
に
お
い
て
は
、
幼
稚
園
集
約
化
の
準
備
や

砧
幼
稚
園
の
改
築
工
事
も
あ
り
、
各
園
で
定
員
が
異
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
給
田
、
八
幡
山

幼
稚
園
で
は
、
四
歳
児
各
園
六
十
八
名
、
三
島
、
中
町
、
松
丘
、
砧
、
桜
丘
幼
稚
園
で
は
四

歳
児
、
各
園
三
十
四
名
、
認
定
こ
ど
も
園
多
聞
幼
稚
園
で
は
、
三
歳
児
、
十
八
名
、
四
歳

児
、
四
名
、
合
計
三
百
二
十
八
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。
集
約
化
に
伴
う
改
修
工
事
等
の
た
め
、

令
和
八
年
度
に
桜
丘
幼
稚
園
は
松
丘
幼
稚
園
へ
、
中
町
幼
稚
園
は
三
島
幼
稚
園
へ
一
時
移
転

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
砧
幼
稚
園
に
つ
い
て
も
、
改
築
工
事
の
た
め
、
令
和
九
年
度
以
降

に
仮
設
園
舎
に
移
転
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

 

３
、
募
集
要
件
等
に
つ
い
て
、
(1)
か
ら
(4)
は
記
載
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(5)
に
つ

い
て
、
検
討
委
員
会
で
の
検
討
も
踏
ま
え
、
令
和
八
年
度
、
新
入
園
児
募
集
よ
り
、
支
援
が

必
要
な
幼
児
に
つ
い
て
、
①
か
ら
⑤
で
示
す
条
件
に
該
当
す
る
方
を
優
先
的
に
受
け
入
れ
て

ま
い
り
ま
す
。 

 

４
、
日
程
に
つ
い
て
、
(1)
募
集
案
内
・
申
込
書
配
布
で
す
が
、
二
ペ
ー
ジ
へ
お
進
み
く

だ
さ
い
。
日
程
に
つ
き
ま
し
て
、
例
年
は
九
月
よ
り
募
集
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
世
田

谷
区
私
立
幼
稚
園
協
会
と
調
整
し
ま
し
て
、
私
立
幼
稚
園
の
募
集
時
期
に
合
わ
せ
て
、
令
和

七
年
十
一
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
に
変
更
い
た
し
ま
し
た
。 

 

(2)
申
し
込
み
受
付
で
す
が
、
記
載
の
①
か
ら
③
の
と
お
り
、
三
通
り
の
受
付
方
法
で
行

い
、
期
間
が
異
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

(3)
抽
選
及
び
入
園
予
定
者
決
定
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
、
(4)
支
給
認
定
証
お
よ

び
入
園
承
諾
書
発
送
は
、
令
和
八
年
三
月
中
旬
以
降
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

５
、
周
知
方
法
で
す
が
、
区
の
広
報
紙
「
区
の
お
し
ら
せ 

せ
た
が
や
」
十
一
月
一
日
号

に
掲
載
す
る
ほ
か
、
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
区
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
、
エ
ッ
ク
ス
、
幼
稚
園
、
世
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田
谷
線
、
図
書
館
、
児
童
館
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、
区
広
報
板
等
に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示

し
、
周
知
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

説
明
は
以
上
で
す
。 

○
知
久
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
次
第
の
２
に
戻
り
、
日
程
第
三
か
ら
日
程
第
六
を
一
括
で
上

程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
大
野
調
整
係
長
朗
読
〕 

 

日
程
第
三 

議
案
第
六
十
一
号 

世
田
谷
区
立
幼
稚
園
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
規
則 

 

日
程
第
四 

議
案
第
六
十
二
号 

世
田
谷
区
立
幼
稚
園
預
か
り
保
育
規
則
の
一
部
を
改
正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
規
則 

 

日
程
第
五 

議
案
第
六
十
三
号 

世
田
谷
区
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則 

 

日
程
第
六 

議
案
第
六
十
四
号 

世
田
谷
区
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則 

○
知
久
教
育
長 

議
案
第
六
十
一
号
か
ら
議
案
第
六
十
四
号
に
つ
き
ま
し
て
、
宇
都
宮
教
育

総
合
セ
ン
タ
ー
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
宇
都
宮
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
長 

私
か
ら
、
議
案
第
六
十
一
号
、
第
六
十
二
号
、
第
六
十

三
号
及
び
第
六
十
四
号
の
四
件
に
つ
き
ま
し
て
、
一
括
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
件
は
、
い
ず
れ
も
区
立
幼
稚
園
集
約
化
等
計
画
に
基
づ
く
各
幼
稚
園
の
一
時
移
転
に
関

連
す
る
規
則
の
一
部
改
正
及
び
制
定
に
関
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

初
め
に
、
議
案
第
六
十
一
号
、
世
田
谷
区
立
幼
稚
園
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
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規
則
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
な
お
、
説
明
に
お
け
る
ペ
ー
ジ
番
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
て
資
料
右
肩
の
記
載
番
号
を

御
覧
く
だ
さ
い
。 

 

本
件
は
、
区
立
幼
稚
園
等
の
定
員
と
入
園
の
申
込
み
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 

主
な
改
正
箇
所
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
七
ペ
ー
ジ
の
新
旧
対
照
表
に
お
進
み

く
だ
さ
い
。
右
側
が
改
正
前
、
左
側
が
改
正
後
と
な
り
ま
す
。
今
年
度
よ
り
新
入
園
児
に
お

い
て
支
援
が
必
要
な
幼
児
の
優
先
受
入
れ
を
行
う
た
め
、
第
一
条
第
二
項
中
の
「
抽
選
に
よ

る
」
を
削
除
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
一
四
ペ
ー
ジ
に
お
進
み
い
た
だ
き
、
別
表
２
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
令
和
八
年
度
に

世
田
谷
区
立
中
町
幼
稚
園
が
世
田
谷
区
立
三
島
幼
稚
園
へ
一
時
移
転
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

の
五
歳
児
定
員
を
三
十
四
人
に
変
更
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
世
田
谷
区
立
砧
幼
稚
園
が
令
和

九
年
度
よ
り
仮
園
舎
で
運
営
を
開
始
す
る
予
定
の
た
め
、
四
歳
児
定
員
を
三
十
四
名
に
変
更

い
た
し
ま
す
。 

 

最
後
に
、
一
三
ペ
ー
ジ
に
お
戻
り
い
た
だ
き
、
ペ
ー
ジ
下
段
の
附
則
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

附
則
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
本
規
則
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
が
、
第
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
改
正
後
の
別
表
２
に
規
定
す
る
定
員
に
係
る

世
田
谷
区
立
三
島
幼
稚
園
、
世
田
谷
区
立
中
町
幼
稚
園
及
び
世
田
谷
区
立
砧
幼
稚
園
へ
の
入

園
申
込
み
、
承
諾
そ
の
他
の
手
続
き
は
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
行
え
る
よ
う
に
い
た
し

ま
す
。 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
六
十
二
号
、
世
田
谷
区
立
幼
稚
園
預
か
り
保
育
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
件
は
、
区
立
幼
稚
園
等
の
預
か
り
保
育
の
定
員
を
変
更
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

主
な
改
正
箇
所
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
四
ペ
ー
ジ
に
お
進
み
く
だ
さ
い
。
新

旧
対
照
表
の
第
四
条
第
一
号
の
預
か
り
保
育
提
供
認
定
こ
ど
も
園
の
定
員
を
「
二
十
四
名
」
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に
変
更
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
同
条
第
二
号
預
か
り
保
育
提
供
幼
稚
園
の
定
員
を
「
別
表
に

定
め
る
人
数
」
に
変
更
い
た
し
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
九
ペ
ー
ジ
に
お
進
み
い
た
だ
き
、
新
設
し
た
別
表
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
一
時

移
転
に
よ
り
、
世
田
谷
区
立
三
島
幼
稚
園
は
世
田
谷
区
立
中
町
幼
稚
園
と
、
世
田
谷
区
立
松

丘
幼
稚
園
は
世
田
谷
区
立
桜
丘
幼
稚
園
と
合
同
で
運
営
を
行
う
た
め
、
定
員
を
そ
れ
ぞ
れ
計

二
十
五
人
と
い
た
し
ま
す
。
そ
の
他
、
幼
稚
園
の
定
員
は
従
来
ど
お
り
二
十
五
人
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

五
ペ
ー
ジ
へ
お
戻
り
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
、

改
正
前
の
第
四
条
第
一
号
で
定
義
し
て
い
た
用
語
を
定
義
し
て
お
り
ま
す
。 

 

最
後
に
、
九
ペ
ー
ジ
の
上
段
に
お
戻
り
い
た
だ
き
、
附
則
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
第
四
条
第

一
号
及
び
第
六
条
第
一
号
の
改
正
規
定
に
お
い
て
、
公
布
日
に
施
行
を
予
定
し
て
お
り
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
に
規
定
す
る
定
員
に
係
る
預
か
り
保
育
の
利
用
の
申
込
み
、

承
諾
そ
の
他
の
手
続
は
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
行
え
る
よ
う
に
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
他
の
規
定
に
つ
い
て
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

続
き
ま
し
て
、
学
校
設
置
条
例
の
施
行
日
を
定
め
る
規
則
に
つ
い
て
、
二
件
続
け
て
御
説

明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
ず
、
議
案
第
六
十
三
号
、
世
田
谷
区
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施

行
期
日
を
定
め
る
規
則
に
つ
い
て
で
す
。 

 

二
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
世
田
谷
区
立
桜
丘
幼
稚
園
が
世
田
谷
区
立
松
丘
幼
稚
園
に

一
時
移
転
す
る
こ
と
に
伴
い
、
桜
丘
幼
稚
園
の
位
置
を
変
更
す
る
た
め
、
令
和
五
年
第
三
回

区
議
会
定
例
会
に
お
い
て
改
正
し
た
世
田
谷
区
立
学
校
設
置
条
例
の
施
行
期
日
を
令
和
八
年

四
月
一
日
と
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
六
十
四
号
、
世
田
谷
区
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一

部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
に
つ
い
て
で
す
。 

 

二
ペ
ー
ジ
目
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
世
田
谷
区
立
中
町
幼
稚
園
が
世
田
谷
区
立
三
島
幼
稚
園
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に
一
時
移
転
す
る
こ
と
に
伴
い
、
中
町
幼
稚
園
の
位
置
を
変
更
す
る
た
め
、
令
和
六
年
第
二

回
区
議
会
定
例
会
に
お
い
て
改
正
し
た
世
田
谷
区
立
学
校
設
置
条
例
の
施
行
期
日
を
令
和
八

年
四
月
一
日
と
い
た
し
ま
す
。 

 

説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
知
久
教
育
長 
た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
本
四
件
に
つ
い
て
一
括
し
て
採
決
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。 

 

こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

本
四
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
議
案
第
六
十
一
号
か
ら
議
案
第
六
十
四
号
の
四
件

を
原
案
の
と
お
り
承
認
い
た
し
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
次
第
の
３
、
報
告
事
項
の
聴
取
に
入
り
ま
す
。 

 

(1)
民
設
民
営
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
整
備
・
運
営
事
業
者
の
決
定
に
つ
い
て
、
本
件
に

関
し
て
、
渡
部
地
域
学
校
連
携
課
長
よ
り
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
渡
部
地
域
学
校
連
携
課
長 

私
よ
り
、
民
設
民
営
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
整
備
・
運
営
事

業
者
の
決
定
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

１
の
主
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。
区
で
は
、
新
Ｂ
Ｏ
Ｐ
学
童
ク
ラ
ブ
の
大
規
模
化
解
消
に
向

け
、
民
設
民
営
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
整
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
び
、
区
の
募
集

要
項
に
基
づ
き
公
募
を
行
い
、
二
事
業
者
よ
り
提
案
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
審
査
の
結
果
、
当
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該
事
業
者
の
提
案
を
採
択
し
、
整
備
・
運
営
事
業
者
と
し
て
決
定
し
た
こ
と
か
ら
御
報
告
す

る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

２
、
採
択
し
た
事
業
者
及
び
提
案
施
設
で
す
。
表
の
上
段
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
整
備
・
運

営
事
業
者
は
、
公
益
財
団
法
人
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
で
す
。
区
内
で
は
認
可
保
育
所
の
運
営
実
績

の
あ
る
法
人
と
な
り
ま
す
。
提
案
施
設
の
概
要
で
す
が
、
整
備
地
は
赤
堤
五
丁
目
十
四
番
。

予
定
定
員
で
す
が
、
支
援
が
必
要
な
お
子
さ
ん
を
含
め
八
十
人
。
開
所
時
期
は
令
和
九
年
四

月
を
予
定
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
他
は
記
載
の
と
お
り
で
す
。
優
先
受
入
れ
校
は
、
松
沢

小
学
校
と
な
り
ま
す
。
本
件
は
事
業
者
が
土
地
を
購
入
し
、
そ
こ
に
建
物
を
建
築
す
る
計
画

と
な
り
ま
す
。 

 

次
に
、
表
の
下
段
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
整
備
・
運
営
事
業
者
は
、
社
会
福
祉
法
人
福
翠
会

で
す
。
当
該
地
に
隣
接
し
て
認
可
保
育
所
を
運
営
し
て
い
る
法
人
と
な
り
ま
す
。
提
案
施
設

の
概
要
で
す
が
、
整
備
地
は
南
烏
山
二
丁
目
三
十
三
番
。
予
定
定
員
は
、
支
援
が
必
要
な
お

子
さ
ん
を
含
め
四
十
人
。
開
所
時
期
は
令
和
九
年
四
月
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
他

は
、
記
載
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
優
先
受
入
れ
校
は
、
芦
花
小
学
校
で
す
。 

 

本
件
で
す
が
、
本
年
五
月
十
三
日
開
催
の
本
委
員
会
に
て
御
報
告
い
た
し
ま
し
た
当
該
地

に
隣
接
す
る
保
育
園
の
運
営
事
業
者
よ
り
、
区
有
地
で
あ
る
当
該
地
を
活
用
し
た
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
の
整
備
に
つ
い
て
の
提
案
が
あ
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

整
備
に
当
た
っ
て
は
、
建
築
審
査
会
の
同
意
が
必
要
な
土
地
と
な
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
建

築
に
支
障
が
な
い
と
確
認
し
た
後
、
正
式
に
整
備
・
運
営
事
業
者
と
し
て
決
定
い
た
し
ま

す
。 

 

二
ペ
ー
ジ
目
、
３
の
経
過
は
記
載
の
と
お
り
で
す
が
、
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
書
類
審

査
、
現
地
調
査
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
審
査
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。 

 

４
、
評
価
で
す
。
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
等
を
理
解
の
上
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

を
運
営
す
る
意
欲
や
熱
意
を
評
価
い
た
し
ま
し
た
。 

 

三
ペ
ー
ジ
、
(2)
審
査
方
法
で
す
が
、
書
類
審
査
、
現
地
調
査
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
審
査
を
実



 

9 

施
し
、
総
合
評
価
を
行
い
ま
し
た
。 

 
５
、
審
査
結
果
で
す
。
(1)
書
類
審
査
及
び
現
地
調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
審
査
で
す
が
、
両

法
人
と
も
財
務
内
容
に
問
題
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
事
業
者
選
定
に
当
た
っ

て
、
総
合
評
価
点
数
が
満
点
の
七
割
を
超
え
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
両
法
人
と
も
八

割
を
超
え
て
お
り
ま
す
。 

 

(2)
総
合
評
価
で
す
が
、
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
在
、
運
営
し
て
い
る
施

設
に
お
い
て
、
一
部
課
題
は
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
ス
ペ
ー
ス
を
う
ま
く
使
っ
た
環
境
設
定

で
、
子
ど
も
た
ち
が
主
体
的
に
学
ぶ
姿
が
確
認
で
き
た
ほ
か
、
子
ど
も
の
意
見
を
引
き
出
し

た
上
で
積
極
的
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
本
提
案
を
採
択
で
き
る
と
の
結
論
に
至
り

ま
し
た
。 

 

次
に
、
福
翠
会
で
す
が
、
現
在
、
運
営
し
て
い
る
施
設
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
自
由

に
伸
び
伸
び
と
過
ご
し
な
が
ら
遊
ん
で
い
る
様
子
が
確
認
で
き
た
ほ
か
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
審
査

で
は
、
施
設
長
候
補
者
が
隣
接
す
る
保
育
園
で
既
に
働
い
て
お
り
、
地
域
と
の
連
携
や
保
護

者
支
援
の
視
点
な
ど
に
つ
い
て
の
意
欲
や
理
解
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
提
案
を
採
択
で
き

る
と
の
結
論
に
至
り
ま
し
た
。 

 

６
の
選
定
委
員
会
の
構
成
は
記
載
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

な
お
、
参
考
と
い
た
し
ま
し
て
、
四
ペ
ー
ジ
に
提
案
地
か
ら
学
校
ま
で
の
距
離
の
図
、
五

ペ
ー
ジ
に
民
設
民
営
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
優
先
整
備
地
域
一
覧
を
記
載
し
て
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
後
ほ
ど
御
確
認
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

私
か
ら
の
御
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
知
久
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
次
に
進
み
ま
す
。 
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(2)
令
和
七
年
度
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
（
速
報
）
、
本
件
に
関

し
て
、
柄
澤
事
業
推
進
担
当
課
長
よ
り
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
柄
澤
事
業
推
進
担
当
課
長 

こ
の
た
び
、
今
年
度
四
月
に
実
施
し
た
全
国
学
力
・
学
習
状

況
調
査
の
速
報
の
公
表
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
取
り
急
ぎ
、
教
科
の
結
果
の
御
報
告
と
今

後
の
取
組
み
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

１
、
調
査
概
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(1)
実
施
日
、
(2)
対
象
、
(3)
参
加
児
童
・
生
徒
数
、
(4)

調
査
目
的
に
つ
い
て
は
、
記
載
の
と
お
り
で
す
。 

 

(5)
調
査
内
容
は
、
国
語
、
算
数
・
数
学
、
理
科
の
教
科
の
調
査
と
質
問
紙
調
査
と
な
り

ま
す
。
今
年
度
は
三
年
に
一
度
の
理
科
の
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
中
学
校
の
理
科
に
お
い

て
は
、
実
施
方
法
、
結
果
の
表
示
が
変
更
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
実
施
方
法
は
、
生
徒
が
活
用

す
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
等
を
用
い
た
文
部
科
学
省
Ｃ
Ｂ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
方

式
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
結
果
は
正
答
率
で
は
な
く
、
Ｉ
Ｒ
Ｔ
、
項
目
反
応
理
論
に

基
づ
き
算
出
し
た
ス
コ
ア
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ス
コ
ア
は
五
百
が
基
準
と
な
る
よ

う
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
五
百
を
上
回
っ
て
い
れ
ば
全
国
平
均
以
上
、
下
回
っ
て
い
れ
ば
全

国
平
均
以
下
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。 

 

文
部
科
学
省
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｔ
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
各
児
童
・
生
徒
が
異
な
る
問
題
を

解
く
設
定
に
で
き
る
た
め
、
多
く
の
問
題
を
使
用
し
た
幅
広
い
内
容
の
調
査
、
調
査
日
の
複

数
設
定
、
別
調
査
・
問
題
と
の
比
較
が
可
能
と
な
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。 

 

２
、
調
査
結
果
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(1)
は
小
学
校
、

(2)
は
中
学
校
に
つ
い
て
、
世
田
谷

区
、
東
京
都
、
国
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
正
答
率
、
ス
コ
ア
を
一
覧
で
示
し
た
も
の
と
な
り
ま

す
。
今
年
度
、
全
て
の
教
科
に
お
い
て
本
区
の
平
均
正
答
率
、
ス
コ
ア
は
国
や
都
を
引
き
続

き
上
回
っ
て
お
り
、
世
田
谷
区
の
学
力
調
査
は
良
好
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。 

 

３
、
調
査
結
果
の
活
用
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(1)
教
育
委
員
会
は
、
区
全
体
の
状

況
や
質
問
紙
調
査
と
の
相
関
関
係
等
に
つ
い
て
分
析
し
て
ま
と
め
、
校
長
会
や
各
種
研
修
会

な
ど
で
活
用
し
、
各
学
校
が
指
導
方
法
の
改
善
、
充
実
に
生
か
す
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
ま



 

11 

す
。 

 
(2)
各
学
校
は
、
児
童
・
生
徒
や
自
校
の
課
題
等
を
把
握
し
、
授
業
改
善
の
方
策
や
次
年

度
の
教
育
課
程
の
編
成
に
生
か
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

(3)
個
々
の
学
校
ご
と
の
平
均
正
答
数
や
平
均
正
答
率
な
ど
の
数
値
の
公
表
は
行
い
ま
せ

ん
。 

 

４
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
ご
ざ
い
ま
す
。
区
全
体
の
学
力
の
状
況
や
課
題
等
に
つ
い

て
分
析
し
た
結
果
を
ま
と
め
、
十
二
月
の
教
育
委
員
会
定
例
会
に
お
い
て
改
め
て
報
告
さ
せ

て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。 

 

報
告
は
以
上
と
な
り
ま
す
。 

○
知
久
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
次
に
進
み
ま
す
。 

 

(4)
各
課
行
事
予
定
に
つ
い
て
、
本
件
に
関
し
て
、
山
本
教
育
総
務
課
長
よ
り
説
明
を
お

願
い
し
ま
す
。 

○
山
本
教
育
総
務
課
長 

令
和
七
年
十
月
の
各
課
行
事
予
定
表
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま

す
。 

 

予
定
と
し
ま
し
て
は
、
十
月
七
日
に
第
十
八
回
教
育
委
員
会
定
例
会
、
同
二
十
八
日
に
第

十
九
回
教
育
委
員
会
定
例
会
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

次
ペ
ー
ジ
以
降
に
各
課
の
詳
細
な
行
事
予
定
表
を
お
つ
け
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
ほ
ど

御
確
認
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

な
お
、
十
月
七
日
の
第
十
八
回
定
例
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、
後
ほ
ど
教
育
長
よ
り
御
提
案

が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

報
告
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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○
知
久
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 
そ
れ
で
は
、
次
に
進
み
ま
す
。 

 

(5)
そ
の
他
の
連
絡
事
項
等
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

特
に
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
報
告
事
項
の
聴
取
は
以
上
と
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
は
資
料
配
付
が
二
件
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
御
覧
に
な
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

最
後
に
、
先
ほ
ど
各
課
行
事
予
定
に
て
報
告
の
あ
っ
た
十
月
七
日
火
曜
日
、
第
十
八
回
教

育
委
員
会
定
例
会
に
つ
い
て
で
す
が
、
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
会
議
規
則
第
四
条
の
規
定
に

基
づ
き
休
会
と
い
た
し
た
く
、
委
員
の
皆
様
に
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
知
久
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
十
月
七
日
火
曜
日
の
定
例
会
は
休

会
と
し
、
第
十
八
回
教
育
委
員
会
定
例
会
は
日
時
を
変
更
し
、
十
月
二
十
八
日
火
曜
日
午
前

十
時
か
ら
教
育
委
員
会
会
議
室
に
て
開
催
い
た
し
ま
す
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
本
日
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
令
和
七
年
第
十
七
回
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
定
例
会
を
閉
会
い
た
し

ま
す
。 

 
 

 
 

 

午
前
十
時
二
十
三
分
閉
会 


